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岡山大学教師教育開発センター教職課程運営委員会設置要項

平成２２年１０月 ７ 日

学 長 裁 定

（設置）

第１条 岡山大学教師教育開発センター（以下「センター」という。）に，全学的な教職

課程の管理及び運営等を行うため，岡山大学教師教育開発センター教職課程運営委員会

（以下「運営委員会」という。）を置く。

（審議事項）

第２条 運営委員会は，次に掲げる事項を審議する。

一 全学教職コア・カリキュラムの管理・運営に関する事項

二 学部間の調整に関する事項

三 その他運営委員会が必要と認める事項

（組織）

第３条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。

一 センター長

二 副センター長

三 文部科学大臣が免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認めた課程を有す

る学部（以下「課程認定学部」という。）から選出された教員 各１人

四 センターの教員のうちからセンター長が推薦する者 若干人

五 その他運営委員会委員長が必要と認めた者

２ 前項第３号，第４号及び第５号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，

委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

（委員長・副委員長）

第４条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

一 委員長は，前条第１項第１号の委員をもって充てる。

二 副委員長は，前条第１項第２号の委員のうちから委員長が指名した１人をもって充

てる。

２ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。

３ 委員長に事故があるときは，副委員長がその職務を代理する。

（議事）

第５条 運営委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開き，議決をすることが

できない。

２ 運営委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。

（専門委員会）

第６条 運営委員会に，全学教職コア・カリキュラムの具体的事項を審議するため，岡山

大学教師教育開発センター教職課程専門委員会（以下「専門委員会」という。）を置く。

２ 専門委員会は，次に掲げる事項を審議する。

一 全学教職コア・カリキュラムの企画及び実施に関する事項

二 その他専門委員会が必要と認める事項

３ 専門委員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。

一 第３条第１項第１号に掲げる者

二 第３条第１項第２号に掲げる者

三 課程認定学部の教員のうちから選出された者 文系及び理系学部から各１人

四 第３条第１項第４号に掲げる者

五 その他運営委員会委員長が必要と認めた者

４ 前項第３号及び第５号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠

員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

５ 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。

一 委員長は，第３項第１号の委員をもって充てる。

二 副委員長は，第３項第２号の委員のうちから委員長が指名した１人をもって充てる。

６ 委員長は，専門委員会を招集し，その議長となる。

７ 委員長に事故があるときは，副委員長がその職務を代理する。

（運営委員会の事務）

第７条 運営委員会の事務は，教育学系事務部において処理する。

（その他）

第８条 この要項に定めるもののほか，運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この要項は，平成２２年１０月７日から施行し，平成２２年４月１日から適用する。

− 10 − − 11 −



岡山大学教師教育開発センター運営委員会規程

平成２２年３月３１日

岡 大 規 程 第 １ ４ 号

（趣旨）

第１条 この規程は，岡山大学教師教育開発センター規程（平成２２年岡大規程第

号）第１０条第２項の規定に基づき，岡山大学教師教育開発センター運営委員会（以下

「運営委員会」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。

（審議事項）

第２条 運営委員会は，岡山大学教師教育開発センター（以下「センター」という。）に

関する次の各号に掲げる事項を審議する。

一 センターの業務に関する重要事項

二 教員の選考に関する事項

三 その他センター長が必要と認める重要事項

（組織）

第３条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。

一 センター長

二 副センター長

三 センターの専任教員

四 教育学部副学部長

五 教育学系事務長

六 その他センター長が必要と認めた者

２ 前項第６号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じ

た場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

３ 前条第２号の事項を審議する場合は，第１項第２号から第６号までの委員のうち教授

でない者は，審議に加わらないものとする。

（委員長）

第４条 運営委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。

２ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。

３ 委員長に事故があるときは，総務担当の副センター長がその職務を代理する。

（委員会の成立等）

第５条 運営委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開き，議決することがで

きない。

２ 運営委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員

長の決するところによる。

（委員以外の者の出席）

第６条 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くこと

ができる。

（事務）

第７条 運営委員会の事務は，教育学系事務部において処理する。

（雑則）

第８条 この規程に定めるもののほか，運営委員会に関し，必要な事項は，別に定める。

附 則

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。
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平成 22 年度

 

 

  

平成 21 年度

 

 師   講 マ   ー   テ 回 日  施  実

2009 年 5 月 27 日 第 1 回 「子どもたちの生活とケータイの問題」 岡山市立中学校長 

2009 年 6 月 24 日 第 2 回 「発達障害など課題を抱えた子どもとどうかかわるか」 岡山市立小学校長 

2009 年 7 月 8 日 第 3 回 「いじめ・不登校の問題をどう考えるか」 岡山市立中学校長 

2009 年 10 月 14 日 第 4 回 「学校における「評価」について」 岡山市立中学校長 

 長校学小立市山岡 」ていつに育教徳道「 回5第 日52 月11 年9002

2010 年 1 月 27 日 第 6 回 「学校力の向上について」 岡山市立中学校長 

 

 師   講 マ   ー   テ 回 日  施  実

2010 年 5 月 19 日 第 1 回 「学校における食育推進」 岡山市立小学校長 

 長校学小立市山岡 」成育の力う合え伝「 回2第 日61 月6 年0102

 長校学中立市山岡 」育教報情「 回3第 日82 月7 年0102

 諭教校学中立市山岡 」育教語国外「 回4第 日72 月01 年0102

 長校学小立市山岡 」実充の育教数理「 回5第 日1 月21 年0102

2011 年 1 月 12 日 第 6 回 「生徒指導」 教師教育開発センター准教授 

平成 23 年度 

 

 師   講 マ   ー   テ 回 日  施  実

 長校学中立市山岡 」るえ変を校学で業授「 回1第 日81 月5 年1102

 諭教校学中立市山岡 」道武と化文統伝「 回2第 日92 月6 年1102

 諭教校学等高立県山岡 」育教アリャキ「 回3第 日31 月7 年1102

2011 年 10 月  5 日 第 4 回 「国語教育における協同学習」 岡山市立中学校教諭 

 長校学小立市山岡 」携連のと域地・者護保「 回5第 日2 月11 年1102

 長校学中立市山岡 」うよけつを力師教「 回6第 日81 月1  年2102
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Ⅳ

34.2%
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 平成 23 年度に行われた岡山大学免許状更新講習について、文部科学省に報告が義務づ

けられている事後アンケートの結果を、必修領域、選択領域に分けて集計・検証した。な

お、岡山大学は養護教諭養成の中核的大学であるので、選択領域については、教諭対象と

養護教諭対象講習に分けて検証した。それぞれ 3 つの評価項目について 4 段階評価（Ⅳ.
よい Ⅲ.だいたいよい Ⅱ.あまり十分ではない Ⅰ.不十分）の回答結果を以下に記す。 
 

評価項目Ⅰ（講習の内容・方法についての総合的な評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目Ⅱ（講習を受講したあなたの最新の知識・技能の修得の成果についての総合的

な評価） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価項目Ⅲ（講習の運営面についての評価） 
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�必修領域� �選択領域�（教諭対象） �選択領域�（養護教諭対象）

�必修領域� �選択領域�（教諭対象） �選択領域�（養護教諭対象）

�必修領域� �選択領域�（教諭対象） �選択領域�（養護教諭対象）
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57.2%

43.0%

37.2%

22.8%

39.4%

36.6%

44.6%

53.7%

59.9%

7.0%

5.4%

10.8%

8.3%

15.7%

0.0%

0.7%

1.6%

0.8%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

養護教諭対象

全国・選択
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全国・必修

岡大・必修

評価項目Ⅱ（講習を受講したあなたの最新の知識・技能の修得の成果についての総合的

な評価）

評価項目Ⅲ（講習の運営面についての評価）

岡大・選択
（教諭）

岡大・選択
（養護教諭）

岡大・選択
（教諭）

岡大・選択
（養護教諭）

岡大・選択
（教諭）

岡大・選択
（養護教諭）
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 平成 21 年度事後評価結果が全国平均と比較して低かったことを受けて、岡山大学では、上

記アンケートとは別にサテライト会場や講習の領域のニーズをより詳しく知るため、独自のア

ンケートを行い、（図１）のとおりの結果となった。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 岡山大学独自アンケート���  

平成 22 年度７，８月に開催された免許状更新講習を対象に 1,200 程度の回答数を得られた。

アンケートの結果のうち、特に「Ⅲ講習内容について、③今後あれば受講したいと思う領域」

について注目し検証した。学校種別に集計したアンケート結果は次の通り。 
 
③今後あれば受講したいと思う領域 総回答数 小小学校 中学校 高校 幼・保 特別支援

a 教科教育 484(45%) 200(44%) 102(44%) 151(58%) 7(11%) 19(35%)

b 子ども理解や学級経営 415(39%) 225(50%) 73(31%) 43(17%) 48(76%) 24(44%)

c 指導要領や教育課程 65(6%) 21(5%) 17(7%) 15(6%) 7(11%) 4(7%)

d 生徒指導や教育相談 313(29%) 133(30%) 86(37%) 76(29%) 2(3%) 14(26%)

e 学校安全や保護者対応 170(16%) 77(17%) 29(12%) 28(11%) 21(33%) 14(26%)

f 教育行政や教育法規 29(3%) 9(2%) 10(4%) 5(2%) 0 3(6%)

g 教育の情報化 99(9%) 34(8%) 30(13%) 28(11%) 4(6%) 2(4%)

無回答 199 54 43 60 18 16

有効回答数 1264 504 276 319 81 70
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評価項目Ⅰ（講習の内容・方法についての総合的な評価） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

評価項目Ⅱ（講習を受講したあなたの最新の知識・技能の修得の成果についての総合的

な評価） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価項目Ⅲ（講習の運営面についての評価）  
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 幼稚園・保育園を除くとほとんどの学校種で「教科教育」「生徒指導や教育相談」について

の要望が高かった。このアンケート結果を踏まえ、要望の高かった領域について内容を充実さ

せる必要がある。また必修領域でも要望のある内容に関連する項目については重点的に整備し、

受講者の満足が得られるような講習を開講する必要がある。 
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 この独自のアンケート結果は、岡山県教育委員会が取りまとめた学校現場からの要望とほぼ

同じ内容であったことを受けて、平成 23 年度教員免許状更新講習では、教科教育に関する講

習数を均等に開講し、また、特別支援教育及び養護教育に関する講習数を増やすとともに、教

職大学院における教育・研究の実践成果を活かすかたちで、「児童・生徒の攻撃行動への対応」、

「話し合い活動を活発に行う道徳の授業づくり」、「よりよい対人関係づくりのための社会的ス

キル訓練」等を題材に「生徒指導や教育相談」に対応した講習を新たに開講した。 

 

 平成 21 年度から平成 23 年度の開講年度別評価結果の比較と平均値は次のとおりであった。 
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評価項目１ :講習の内容・方法についての総合的な評価 

評価項目Ⅱ :講習を受講した受講者の最新の知識・技能の修得の成果についての総合的な評価 

評価項目Ⅲ :講習の運営面（受講者数、会場、連絡等）についての評価 
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